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表｜2－1－4 国の省庁別事業数の推移（累計） 

 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

国土交通省 0 0 0 1 4 7 13 14

財 務 省 0 0 0 5 7 8 10 10

法 務 省 0 0 0 0 2 2 3 5

高裁判所 0 0 0 0 0 1 2 2

衆 議 院 0 0 0 1 1 2 2 2

防 衛 省 0 0 0 0 1 2 2 2

外 務 省 0 0 0 0 1 1 1 1

参 議 院 0 0 0 0 0 1 1 1

文部科学省 0 0 0 1 1 1 1 1

累積事業数 0 0 0 8 17 25 35 38

年あたり事業数 0 0 0 8 9 8 10 3
（注）「中央合同庁舎第 7 号館整備等事業」、「苫小牧法務総合庁舎整備等事業」、「衆議院新議員会館整備等事業」、「参議院新議員会館整

備等事業」、「東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整備等事業」は、複数の省庁の共管事業であるため、それぞれの区分に計上して

いる。 

 

表｜2－1－6 事業実施主体（公共施設等の管理者等）別導入割合 

 国 都道府県 政令指定都市 市区町村 （内中核市） 

導入済み割合 57% 60% 87% 5% 51%

未導入割合 43% 40% 13% 95% 49%

導入済み 8 28 13 90 19

未導入 6 19 2 1,737 18

合計 14 47 15 1,827 37
 
（注）１．「国」には、内閣府、11 省（総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土

交通省、環境省、防衛省）、国会及び裁判所を含む。 

２．「地方公共団体」は、都道府県、政令指定都市、市区町村を指す。 

３．国の事業である「中央合同庁舎第 7 号館整備等事業」、「苫小牧法務総合庁舎整備等事業」、「衆議院新議員会館整備等事業」、

「参議院新議員会館整備等事業」、「東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整備等事業」は、複数の省庁の共管事業であるため、

各事業実施主体（公共施設等の管理者等）の区分に計上している。 

４．「九段第 3 合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業」は、国（国土交通省）と市区町村（千代田区）の共管事業であるため、

各事業実施主体（公共施設等の管理者等）の区分に計上している。 

５．「（仮称）水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業」、「県営坂地区住宅整備事業」、「山形県営松境・住吉団地移転建替及び酒

田市琢成学区コミュニティ防災センター整備等事業」は、都道府県と市町村の共管事業であるため、各事業実施主体（公共

施設等の管理者等）の区分に計上している。 

６．「国」に防衛省を追加し、衆議院・参議院を国会の区分として集計するよう修正したため、平成 17 年度 PFI アニュアルレポ

ート図表 2-1-6 と連続していない。 

 

【ＰＦＩ未導入の事業実施主体（公共施設等の管理者等）一覧】 

 全事業 
実施主体数

導入済 

事業主体数 
未導入の事業実施主体（公共施設等の管理者等） 

国 14 8 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省 

都道府県 47 28 
青森県、宮城県、福島県、群馬県、富山県、長野県、 
岐阜県、三重県、奈良県、和歌山県、鳥取県、福岡県、佐賀県、 
長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

政令指定都市 15 13 静岡市、広島市 
市区町村 1,827 90 1,827 市区町村の内、導入済は 90 市区町村のみ 

 内 中核市 37 19 
旭川市、函館市、青森市、秋田市、郡山市、金沢市、船橋市、 
川越市、相模原市、岐阜市、奈良市、高槻市、和歌山市、福山市、 
高松市、松山市、高知市、宮崎市 
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表｜2－1－7 複数のＰＦＩ事業を実施している事業実施主体（公共施設等の管理者等）の割合 

 全体 国 都道府県 政令指定都市 市区町村 独立行政法人

複数事業実施ありの割合 31% 75% 43% 62% 16% 47%

複数事業実施なしの割合 69% 25% 57% 38% 84% 53%

複数事業実施あり 48 6 12 8 14 8

複数事業実施なし 109 2 16 5 76 9

合計 157 8 28 13 90 17
 

（注）１．「国」には、内閣府、11 省（総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土

交通省、環境省、防衛省）、国会及び裁判所を含む。 

２．「地方公共団体」は、都道府県、政令指定都市、市区町村を指す。 

３．国の事業である「中央合同庁舎第 7 号館整備等事業」、「苫小牧法務総合庁舎整備等事業」、「衆議院新議員会館整備等事業」、

「参議院新議員会館整備等事業」、「東京地家裁立川支部（仮称）庁舎整備等事業」は、複数の省庁の共管事業であるため、

各事業実施主体（公共施設等の管理者等）の区分に計上している。 

４．「九段第 3 合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業」は、国（国土交通省）と市区町村（千代田区）の共管事業であるため、

各事業実施主体（公共施設等の管理者等）の区分に計上している。 

５．「（仮称）水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業」、「県営坂地区住宅整備事業」、「山形県営松境・住吉団地移転建替及び酒

田市琢成学区コミュニティ防災センター整備等事業」は、都道府県と市町村の共管事業であるため、各事業実施主体（公共

施設等の管理者等）の区分に計上している。 

６．「国」について、平成 17 年度 PFI アニュアルレポート図表 2-1-7 の「複数実施している」を「複数実施していない」に、「複

数実施していない」を「複数実施している」に修正したため、データが連続していない。 

 
表｜2－1－8 事業分野別事業数の推移（累計） 

 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

教育と文化 0 2 11 29 40 60 71 85

健康と環境 1 6 11 19 28 34 42 51

まちづくり 1 4 9 12 16 23 30 34

庁舎と宿舎 0 0 0 9 17 21 25 26

あ ん し ん 0 0 0 0 3 7 14 17

産   業 0 2 5 5 8 8 11 15

生活と福祉 0 0 2 7 11 12 12 12

そ の 他 1 1 5 9 13 20 21 26

合   計 3 15 43 90 136 185 226 266
（注）教育と文化（学校、図書館、美術館、ホール等）、健康と環境（病院、斎場、浄化槽等）、まちづくり（駐車場、空港、公園、公

営住宅等）、庁舎と宿舎（事務庁舎、宿舎等）、あんしん（警察施設、消防施設、行刑施設等）、産業（卸売市場、観光施設等）、

生活と福祉（老人福祉施設等）、その他（複合施設、道の駅等） 

 

表｜2－1－10 事業類型別事業数の推移（累計） 

 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

サービス購入型 1 7 22 54 80 106 135 164

混 合 型 1 5 17 28 43 64 73 84

い わ ゆ る 
独 立 採 算 型 

1 3 4 8 13 15 18 18

累 積 事 業 数 3 15 43 90 136 185 226 266

年あたり事業数 3 12 28 47 46 49 41 40
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表｜2－1－12 施設の所有形態別事業数の推移（累計） 

 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

B T O 方 式 0 1 13 46 79 117 149 180

B O T 方 式 3 7 17 26 34 36 40 42
BOO 方 式 0 4 6 7 8 8 10 11
RO 等方式 0 0 1 3 4 7 9 10
O 方 式 0 0 1 2 2 2 2 4
そ の 他 0 3 5 6 9 15 16 19

累積事業数 3 15 43 90 136 185 226 266

年あたり事業数 3 12 28 47 46 49 41 40
（注）１．「RO 等方式」は、RO 方式、RTO 方式、ROT 方式を指す。 

２．一つの事業に複数の施設の所有形態を含むものは、「その他」に分類している。 

 

表｜2－1－14 事業実施主体（公共施設等の管理者等）別施設の所有形態の割合 

 国等 地方公共団体 合  計 

BTO 方式の割合 88% 79% － 

BOT 方式の割合 12% 21% － 

BTO 方式 43 137 180

BOT 方式 6 36 42

その他方式 13 31 44

合   計 62 204 266
（注）１．一つの事業に複数の施設の所有形態を含むものは対象外。 

   ２．「地方公共団体」は、都道府県、政令指定都市、市区町村を指す。 

 

表｜2－1－15 事業分野別施設の所有形態の割合 

（事業数） 

 庁舎と 

宿舎 
産業 あんしん

教育と 

文化 

生活と 

福祉 

まち 

づくり 

健康と 

環境 
その他 合計 

B T O 方 式 24 12 13 63 8 18 23 19 180

B O T 方 式 2 0 2 9 2 10 13 4 42

BOO 方 式 0 1 0 1 2 2 5 0 11

RO 等方式 0 0 0 7 0 0 1 2 10

O 方 式 0 0 2 1 0 0 1 0 4

そ の 他 0 2 0 4 0 4 8 1 19

合   計 26 15 17 85 12 34 51 26 266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注）庁舎と宿舎（事務庁舎、宿舎等）、産業（卸売市場、観光施設等）、あんしん（警察施設、消防施設、行刑施設等）、教育と

文化（学校、図書館、美術館、ホール等）、生活と福祉（老人福祉施設等）、まちづくり（駐車場、空港、公園、公営住宅

等）、健康と環境（病院、斎場、浄化槽等）、その他（複合施設、道の駅等）



◆資料編 

 

56 

（割合） 

 庁舎と 

宿舎 
産業 あんしん 

教育と 

文化 

生活と 

福祉 

まち 

づくり 

健康と 

環境 
その他 

B T O 方 式 92% 80% 76% 74% 67% 53% 45% 73%

B O T 方 式 8% 0% 12% 11% 17% 29% 25% 15%

BOO 方 式 0% 7% 0% 1% 17% 6% 10% 0%

RO 等方式 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% 8%

O 方 式 0% 0% 12% 1% 0% 0% 2% 0%

そ の 他 0% 13% 0% 5% 0% 12% 16% 4%

（注）１．庁舎と宿舎（事務庁舎、宿舎等）、産業（卸売市場、観光施設等）、あんしん（警察施設、消防施設、行刑施設等）、教育と文

化（学校、図書館、美術館、ホール等）、生活と福祉（老人福祉施設等）、まちづくり（駐車場、空港、公園、公営住宅等）、

健康と環境（病院、斎場、浄化槽等）、その他（複合施設、道の駅等） 

２．端数の都合から、分野別割合の合計が 100％とならない場合がある。 

 

表｜2－1－16 各業務を含む・含まない事業数の割合 

 設計業務 建設業務 維持管理業務 運営業務 

含む割合 94% 97% 100% 74%

含まない割合 6% 3% 0% 26%

含む事業 251 258 266 198

含まない事業 15 8 0 68

合   計 266 266 266 266

 

表｜2－1－17 運営業務を含む・含まない事業数の推移（累計） 

 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

運営業務を含む 3 15 40 70 102 141 166 198

運営業務を含まない 0 0 3 20 34 44 60 68

累積事業数 3 15 43 90 136 185 226 266

年あたり事業数 3 12 28 47 46 49 41 40

 

表｜2－1－18 事業分野別運営業務の有無の割合 

 
生活と

福祉 
産業 

健康と

環境 

まち 

づくり

教育と

文化 

あん 

しん 

庁舎と 

宿舎 
その他 合計 

運営業務を含む割合 100% 100% 94% 76% 67% 59% 35% 81% － 

運営業務を 
含まない割合 

0% 0% 6% 24% 33% 41% 65% 19% － 

運営業務を含む 12 15 48 26 57 10 9 21 198

運営業務を含まない 0 0 3 8 28 7 17 5 68

合   計 12 15 51 34 85 17 26 26 266
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表｜2－1－19 事業実施主体（公共施設等の管理者等）別運営業務の有無の割合 

 国等 都道府県 政令指定都市 市区町村 合  計 

運営業務を含む割合 44% 80% 82% 87% － 

運営業務を 
含まない割合 

56% 20% 18% 13% － 

運営業務を含む 27 53 28 90 198

運営業務を含まない 35 13 6 14 68

合   計 62 66 34 104 266

 

表｜2－1－20 施設の所有形態別運営業務の有無の割合 

 BTO 方式 BOT 方式 その他 合  計 

運営業務を含む割合 66% 100% 86% － 

運営業務を 
含まない割合 

34% 0% 14% － 

運営業務を含む 118 42 38 198

運営業務を含まない 62 0 6 68

合   計 180 42 44 266
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（2）アンケート調査で回答のあった 172 事業を対象とした分析 

 

表｜2－2－2 導入可能性調査の調査事項 
 

施設内容に

関する事項 

維持管理・

運営内容に

関する事項 

法規制に 
関する事項

PFI 事業手法に

関する事項

VFM に 
関する事項

民間意向に

関する事項 その他事項

実施した割合 67% 75% 70% 92% 92% 77% 63%

実施していない割合 33% 25% 30% 8% 8% 23% 37%

実施した 107 119 111 146 147 122 100

実施していない 52 40 48 13 12 37 59

合計 159 159 159 159 159 159 159
（注）N=159（導入可能性調査を実施した事業）  

 

表｜2－2－4 導入可能性調査時と特定事業選定時との間で異なる算出方法を用いた事項 

 施設整備費 維持管理・運営費 資金調達費 削減率 

特定事業選定時と 
異なる算出方法を採用した割合 12% 12% 10% 14%

導入可能性調査時と特定事業選定時に 
同じ算出方法を採用した割合 88% 88% 90% 86%

特定事業選定時と 
異なる算出方法を採用 107 119 111 146

導入可能性調査時と特定事業選定時に 
同じ算出方法を採用 52 40 48 13

合計 159 159 159 159
（注）N=159（導入可能性調査を実施した事業）  

 

表｜2－2－5 ＰＦＩ事業手法に関する検討事項 

 事業方式・類型・期間の 
検討 

官民のリスク分担の 
検討 

サービス購入料の支払い方の

検討 
検討した割合 95% 62% 5%

検討していない割合 5% 38% 95%

検討した 121 79 6

検討していない 7 49 122

合計 128 128 128
（注） １．自由回答、複数回答 （N=126、ＰＦＩ事業手法に関する検討を行った事業（無回答を除く）） 

２．「サービス購入料の支払い方法の検討」とは、サービス購入料の支払い手続、改定の考え方等の検討を指す。  

 

表｜2－2－7 導入可能性調査結果の活用方法 

 結果をもとに 
実施方針等を作成した 

結果を議会、 
市民等に報告した 

PFI 導入の決定に係る 
判断材料とした 

回答ありの割合 56% 39% 31%
回答なしの割合 44% 61% 69%
回答あり 73 51 40

回答なし 58 80 91

合計 131 131 131

（注）複数回答、自由回答（N=131、活用方法について回答があった事業） 
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表｜2－2－8 ＶＦＭの評価時期 

 導入可能性調査時 民間事業者の提案評価時 

算定した割合 97% 67%
算定していない割合 3% 33%
算定した 139 91
算定していない 4 45

合計 159 159
（注） １．導入可能性調査時については、導入可能性調査を実施した 159 事業のうち、無回答を除く 143 事業が対象。 

２．民間事業者の提案評価時については、事業者が選定された 150 事業のうち、無回答を除く 136 事業が対象。 

 

表｜2－2－9 施設整備費及び維持管理・運営費（ＰＳＣ）の算出方法 

 施設整備費 維持管理・運営費 
主としてコンサルタント・アドバイザーが算出した割合 50% 49%

主として庁内担当部署が他の公共施設の事例等を基に算出した割合 26% 37%

主として庁内担当部署が設計図等を作成し算出した割合 14% ― 

主として庁内担当部署が関係業者から参考見積を取り、算出した割合 ― 7%

その他割合 10% 7%

主としてコンサルタント・アドバイザーが算出した 78 76

主として庁内担当部署が他の公共施設の事例等を基に算出した 40 57

主として庁内担当部署が設計図等を作成し算出した 22 ― 

主として庁内担当部署が関係業者から参考見積を取り、算出した ― 11

その他 15 11

合   計 155 155
（注）N=155（172 事業のうち無回答 17 事業を除く） 

 

表｜2－2－10 資金調達方法とその返済方法 

 資金調達方法（割合） 資金調達方法（数値） 

起債を活用した 67％ 102

 起債を活用した場合の返済方法 返済方法（割合） 返済方法（数値） 

 元利均等返済 74％ 70

 元金均等返済 15％ 14

 その他 11％ 10

 合計 ― 94

起債を活用しなかった 33％ 51

総合計 ― 153
（注）１．資金調達方法については、172 事業のうち無回答 19 事業を除く 153 事業が対象。 

２．返済方法については、起債を活用した 102 事業のうち、無回答 8 事業を除く 94 事業が対象。 
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表｜2－2－12 削減率の使用の有無とその設定方法 

 削減率の使用の有無（割合） 削減率の使用の有無（数値）

削減率を使用した 85％ 132

 削減率の設定方法 （割合） （数値） 

 主としてコンサルタントが設定 62％ 82

 主として庁内担当部署が他の PFI 事例を基に設定 12％ 16

 
主として庁内担当部署が民間企業への 
ヒアリングを通じて設定 

11％ 14

 その他 15％ 20

 合計 ― 132

削減率を使用していない 15％ 23

 削減率を使用しない場合のＰＦＩ－ＬＣＣ算出方法 （割合） （数値） 

 民間事業者からの参考見積（ヒアリング）を基に設定 26％ 6

 コンサルタントに一任した 13％ 3

 民間の実績に基づき設定 9％ 2

 その他 52％ 12

 合計 ― 23

総合計 ― 155
（注）１．削減率の使用の有無については、172 事業のうち無回答 17 事業を除く 155 事業が対象。 

２．削減率を設定した場合の設定方法については、削減率を使用した 132 事業が対象。 

 

表｜2－2－20 補助金（交付金）の交付の有無  

 文部 

科学省 
環境省 

国土 

交通省 

厚生 

労働省 

農林 

水産省 

経済 

産業省 
防衛省 警察庁 その他 

国庫補助金の 

交付 
17 7 7 4 1 1 1 1 1

交付金の交付 10 7 4 1 1 0 0 0 1
国庫補助金・ 

交付金併用 
8 1 0 0 0 0 0 0 2

交付なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 35 15 11 5 2 1 1 1 4
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表｜2－2－21 一括払い金と補助金（交付金）の交付の関係 

 一括支払い金の有無（割合） 一括支払い金の有無（数値）

一括支払いがある 46％ 70

 補助金・交付金の交付の有無 （割合） （数値） 

 補助金の交付がある 39％ 26

 交付金の交付がある 25％ 17

 補助金・交付金の交付がある 7％ 5

 交付なし 28％ 19

 合計 ― 67

一括支払いがない 54％ 83

総合計 ― 153
（注）１．一括支払いの有無については、172 事業のうち無回答 19 事業を除く 153 事業が対象。 

２．補助金・交付金の交付の有無については、一括支払いのある 70 事業のうち無回答 3 事業を除く 67 事業が対象。 

 

表｜2－2－23 個別事業担当部署内での専任担当者の配置の有無 

 PFI 事業専任の担当者の配置の有無（割合） PFI 事業専任の担当者の配置の有無（数値）

配置した 54％ 92

 専任担当者数 （割合） （数値） 

 1 人 23％ 21

 2 人 26％ 24

 3 人 17％ 16

 4 人 15％ 14

 5 人以上 18％ 17

 合計 ― 92

配置していない 46％ 77

総合計 ― 169
（注）１．PFI 事業専任の担当者の配置については、172 事業のうち無回答 3 事業を除く 169 事業が対象。 

２．専任担当者数については、専任担当者を配置した 92 事業が対象。 

 

表｜2－2－25 全庁的な専任部署の有無と複数事業実施の有無の関係 

 専任部署がある 専任部署がない 

複数の事業を実施している割合 60％ 20％

複数の事業を実施していない割合 40％ 80％

複数の事業を実施している 24 14
複数の事業を実施していない 16 55

合計 40 69
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表｜2－2－26 ガイドライン・指針等の策定及びホームページ上での公表状況 

   

ガイドライン等策定している 48％ 52

 ホームページ上での公表 （割合） （数値） 

 公表している 71％ 37

 公表していない 29％ 15

 合計 ― 52

ガイドライン等を策定していない 52％ 56

総合計 ― 108
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